
新しいCIR(国際交流員)が
着任しました！

市内の中小企業と働く人を応援
企業融資制度などのご案内
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　CIRは、市の国際交流
や子どもたちの異文化理
解の場に参加し、三原の
国際化や海外の人たちと
の共生を進める活動を行
います。

令和5年度中小企業等融資制度

令和5年度労働者
金融対策資金貸付制度

中小企業融資利子補給金交付制度

　市内の中小企業者などの金融の円滑化を図り、企業の育成振興を目的として、金融機関と提携し融資制度を行なっています。

　市内に在住･在勤の勤労者に
対し、長期低利の貸付資金を供
給することにより、生活の安定
と向上を図るため、中国労働金

※資金を組み合わせて貸し付けを受ける場合の限度額は500万円以内となります。
※貸し付けには中国労働金庫三原支店の審査があります。
※貸付利率は、保証料込みの表示となっています。

【制度概要】

※融資を受けるには金融機関の審査があります。

　中小企業融資で、新たに融資(短期を除く)を受けた人に対して、利息のうち
年0.5％の割合で計算した金額を利子補給金として3年間交付します。
※返済に延滞などがある場合を除きます。

制度名 中小企業融資 中小企業組合等融資
資金使途 短期運転資金 長期運転資金 設備資金 運転資金(原則)

貸付限度額 2,000万円以内
※長期運転･設備は上限各1件｡

組合員2,000万円以内
構成員1,000万円以内

貸付期間 3年以内
(6カ月以内の据え置き有り)

3年超10年以内
(6カ月以内の据え置き有り) 7年以内

貸付利率 年0.8％ 年1.3％ 1年未満　年1.8％
1年以上　年2.0％

返済方法 分割払い(元本均等)
信用保証など 信用保証付き(原則) －
信用保証料率 信用保証協会所定の料率(市の一部負担あり) －
受付期間 常時
取扱金融機関･
受付場所

中国銀行、広島銀行、もみじ銀行、しまなみ信用金庫、
呉信用金庫、広島県信用組合、両備信用組合 商工組合中央金庫福山支店

制度名 労働者金融対策資金貸付
資金使途 住宅･教育･医療費･介護･冠婚葬祭 生活支援
貸付限度額 500万円以内 200万円以内
貸付期間 10年以内(教育資金のみ据え置きあり)
貸付利率 年2.28%(固定) 年2.13%(固定)
返済方法 分割払い
担保 不要
保証人 労金所定の保証機関
受付期間 常時
取扱金融機関・受付場所 中国労働金庫三原支店

■■問商工振興課
(■■TEL 0848-67-6072)

中国労働金庫三原支店
(■■TEL 0848-62-4128)

【制度概要】

庫三原支店と提携
し、貸付制度を行な
っています。

■■問経営企画課
(■■TEL 0848-67-6270■■FAX 0848-64-7101)

CIR(国際交流員)
ジェイク・ロコプ
Jake Locopさん

　はじめまして！ニュージーランドのクライス
トチャーチから来ましたジェイク・ロコプです。
　4月からCIRとして市役所で働いています。
　市民の皆さんにニュージーランドの文化を紹
介したり、日本文化を学んだり、さまざまな活動
を通して交流を深めていきたいです。そして、日
本とニュージーランドの架け橋になれるよう頑
張ります。
　また、三原に住んでいる外国人の皆さんが安心して生活できる
ようサポートしていきます。よろしくお願いいたします。
　まち中で私を見掛けたら、ぜひ声を掛けてくださいね！�

市■■HP➡

➡市■■HP

クライスト
チャーチ

　はじめまして！ニュージーランドのクライス
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Recruiting
EVENT/STAFF/
STUDENT/etc.

みんなのみんなの 募 集募 集 情 報情 報
人材募集やイベントなど、皆さんの参加を待っています！

市■■HP ➡

環境審議会委員を募集します委員
募集

小学生やっさ三味線教室
受講生募集します

受講生
募集

【任用期間】7月～令和7年6月
【報酬】1日につき7,100円
■■内　環境基本計画の策定や変更、年次報告の審議
■■資　市内に住民登録し、2年以上居住する18歳以上の人
■■定　若干名
■■申　5月15日(月)(消印有効)までに応募用紙(提出先、各
支所、市■■HP に用意)と「今後の三原市の環境像」の作文
(800字以内)を郵送、持参、ファクスまたはEメールで生
活環境課(〒723-8601港町三丁目5番1号■■TEL 0848-67-
6194 ■■FAX 0848 - 64 - 4103 E メー
ル：seikatsukankyo@city.mihara.
hiroshima.jp)へ

くらしの無料相談窓口
相談の種類 とき ところ 申し込み･問い合わせ先

心配ごと相談

5日を除く毎週金曜日 13時～16時 サン･シープラザ4階 社会福祉協議会･各地域センター
■■TEL 0848-63-0570

11日(木) 本郷保健福祉センター ■■TEL 0848-86-360727日(土)
9時～12時10日(水)･17日(水) 久井保健福祉センター ■■TEL 0847-32-7101

12日(金) 大和保健福祉センター ■■TEL 0847-34-1214
26日(金) 大和人権文化センター ■■TEL 0847-33-1308

児童虐待通告窓口 毎日 24時間 【電話相談】こども安心課　■■TEL 0848-67-6088
弁護士法律相談
※要予約。

19日(金)
※受け付けは8日(月)8時30分から。 13時～16時 中央公民館 生活環境課 

■■TEL 0848-67-6179

消費生活相談 3～5日を除く毎週月～金曜日 9時～12時、
13時～16時

市役所本庁3階
※電話相談も可。 消費生活センター

■■TEL 0848-67-6410消費生活巡回相談
※要予約。 12日(金)･19日(金)･26日(金) 14時～16時 本郷･久井･大和支所

障害者なんでも相談
※要予約。

22日(月) 14時～16時 本郷保健福祉センター 地域生活支援センターさ･ポート
■■TEL 0848-62-1736
■■FAX 0848-62-1737

24日(水) 10時～12時 久井保健福祉センター
12日(金) 大和保健福祉センター

自立サポート相談 3～5日を除く毎週月～金曜日 8時30分～17時15分 サン･シープラザ4階 自立相談支援センターみはら
■■TEL 0848-67-4568

家庭児童相談 3～5日を除く毎週月～金曜日 9時～17時 市役所本庁2階 家庭児童相談
■■TEL 0848-61-0121

不登校などに関する
悩み相談 3～5日を除く毎週月～金曜日 9時～16時30分 リージョンプラザ2階

※電話相談も可。
三原ふれあい相談室
■■TEL 0848-64-7201

学校生活の悩み･
体罰などの相談 3～5日を除く毎週月～金曜日 8時30分～17時15分 【電話相談】三原子どもサポートダイヤル　■■TEL 0848-67-6173

※時間外は留守番電話で対応。

人権相談

25日(木)、6月1日(木) 13時～16時　 サン･シープラザ4階 人権推進課
■■TEL 0848-67-60446月2日(金) 9時～12時　 大和保健福祉センター

3～5日を除く毎週月～金曜日 10時～16時　

市役所本庁3階
人権文化センター ■■TEL 0848-66-1111
本郷人権文化センター ■■TEL 0848-86-3333
大和人権文化センター ■■TEL 0847-33-1308

8時30分～17時15分 【電話相談】法務局常設電話相談所　■■TEL 0570-003-110
女性相談
(ＤＶや家庭不和など) 3～5日を除く毎週月～金曜日 9時30分～16時 市役所本庁2階

※電話相談も可。
女性相談室
■■TEL 0848-61-0122

行政相談 15日(月) 13時～16時
サン･シープラザ4階 社会福祉協議会

■■TEL 0848‐63‐0570不動産相談 19日(金)、6月2日(金) 10時～15時
戦没者遺族相談 18日(木)、6月1日(木) 13時～16時

■■時　5月27日(土)、6月10日(土)･24日(土)、7月8日
(土)･22日(土)、8月5日(土)
※いずれも10時～12時。
■■所　中央公民館
■■内　三味線の指導
■■対　小学4～6年生
■■定　12人(要申し込み)
■■申　5月26日(金)までに中央公
民館(■■TEL 0848-64-2137)へ
■■問　中央公民館( ■■TEL 0848-64-
2137■■FAX 0848-64-0137)
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